
補助対象者

・魚沼市内に所在する事業場を所有する中小企業者または年間のエネル
 ギー使用量原油換算1,500kl未満の市内に所在する事業所を所有する会社 
 法上の会社以外の法人であること（例：社会福祉法人、医療法人など） 
・市税の滞納がないこと
・暴力団員又は暴力団員との社会的に非難されるべき関係を有しないこと 

補助対象事業

・一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断
・一般社団法人環境共創イニシアチブによる省エネルギー診断
・省エネお助け隊(経済産業省資源エネルギー庁の地域プラットフォーム構
 築事業に採択されたものをいう。）が実施する省エネ診断の省エネ診断

「省エネ診断」を
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省エネの専門家が、事業者の皆さんが保有する施設を訪問して、工場などのエ
ネルギー管理状況の診断を実施します。コスト削減につながるような設備の運
用改善や、高効率省エネ設備への更新など省エネに効果的な対策についてのア
ドバイスを受けることが可能です。

提案事例 省エネによるコスト削減効果

給湯循環ポンプの運用改善 ▲約28万円/年

大型コンプレッサの吐出圧力軽減 ▲約170万円/年

照明設備のLED化 ▲約49万円/年
・省エネ効果は事業所ごとに異なります。また設備投資には別途費用がかかります。

【出典】経済産業省「中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業」 案内チラシより抜粋

【出典】経済産業省「中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業」案内チラシより抜粋

図１、図２は、過去の省エネ診断による改善提案の省エネ率を業種・施設別に整理したもの
です。省エネ率は対象事業所のエネルギー使用量に対する提案の省エネ量の割合を示します。

【出典】(財)省エネルギーセンター「省エネルギーガイドブック工場編、ビル編」

【図１】 【図２】

省エネには、着実なエネルギー管理を実施することが
必要です。省エネ診断を活用して、エネルギー使用の
無駄をなくし、｢コスト削減｣と｢CO2排出量の削減｣に
取組みましょう！


